
鳥取県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年12月26日

鳥取県公安委員会委員長 井 手 添 正

鳥取県公安委員会規則第８号

鳥取県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県警察の組織に関する規則（昭和37年鳥取県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正後の欄

中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号

とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号（以下「削除号」という。）を削り、移動

後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号（以下「追加号」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。）を同表の改正後の欄中下線が引か

れた部分（号の表示及び追加号を除く。）に改める。

改 正 後 改 正 前

（警察県民課の所掌事務） （警察県民課の所掌事務）

第３条の２ 警察県民課においては、次に掲げる事務 第３条の２ 警察県民課においては、次に掲げる事務

をつかさどる。 をつかさどる。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 犯罪被害者支援に関する企画、調査及び総合 (４) 犯罪被害者対策に関する企画、調査及び総合

調整に関すること。 調整に関すること。

(５) 略 (５) 略

(６) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための

給付金の支給に関する法律（平成20年法律第80

号）第３条第１項に規定する給付金に関するこ

と。

(７) 略 (６) 略

(８) 略 (７) 略

(９) 略 (８) 略

（生活安全企画課の所掌事務） （生活安全企画課の所掌事務）

第６条の６ 生活安全企画課においては、次に掲げる 第６条の６ 生活安全企画課においては、次に掲げる

事務をつかさどる。 事務をつかさどる。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 警備業法（昭和47年法律第117号）の施行に

関すること。

(７) 質屋営業法（昭和25年法律第158号）及び古

物営業法（昭和24年法律第108号）の施行に関す

ること。

(８) 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成18

年法律第60号）の施行に関すること。

(９) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平



成11年法律第128号）の施行に関すること。

(10) サイバー犯罪対策に関する調査及び企画に関

すること。

(６) 略 (11) 略

(７) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（平成13年法律第31号）の施行に関す

ること。

(８) 古物営業法（昭和24年法律第108号）の施行

に関すること。

(９) 質屋営業法（昭和25年法律第158号）の施行

に関すること。

(10) 警備業法（昭和47年法律第117号）の施行に

関すること。

(11) 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成18

年法律第60号）の施行に関すること。

(12) サイバー犯罪（インターネットその他の高度

情報通信ネットワークを利用した犯罪、電子計算

機又は電磁的記録を対象とした犯罪その他の情報

技術を利用した犯罪をいう。）の総合的対策に関

すること。

(13) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平

成11年法律第128号）の施行に関すること。

(14) 略 (12) 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。




